
　■高校生等のいる家庭で、以下①～③のいずれかに該当する方

　 　　①：四街道市の就学援助制度を利用する準要保護世帯
　　　　（令和２年10月1日に認定資格があり申請日現在まで継続して認定を受けている）
　　　　※就学援助制度とは小中学生の子のいる低所得世帯を対象とした、学用品・給食費等を援助する制度です。
　　②：就学援助制度の対象である準要保護世帯と同等の収入水準にある世帯（前年度所得等）　　
　　③：新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し、直近の収入が就学援助制度の対象である準要保
　　　　護世帯と同水準となっている世帯

１　支給要件と必要な添付書類

申請理由

①

＊＊＊裏面に続きます＊＊＊

　雇用保険日雇労働被保険者手帳

　同一住所にお住まいの方全員の収入を証明する書類
　以下のいずれか
　　☆令和元年分の所得証明書または確定申告書の控え等
　　☆令和２年分の源泉徴収票または確定申告書の控え等
　※上記の書類の提出が難しい場合や令和３年１月に家計が
急変した場合は令和２年11月・12月・令和３年１月の３ケ
月分の給与明細書等でも構いません。
　※複数の職場にお勤めの場合は、源泉徴収票・給与明細書
はそれぞれ提出してください。
　※収入とは、年金・仕送りなどを含めた世帯に入る全ての
収入です。（年金額改定通知書、振込通知書、通帳等を添付
してください。）
　※賃貸住宅等にお住まいで、家賃を支払っている場合は家
賃の月額がわかるものも添付してください。

②

③

支給要件

８ 公共職業安定所登録日雇労働者である

９ 上記①もしくは１～８までに該当し
　 ないが、保護者の死亡、災害等の経
　 済的な理由により児童生徒が就学困
　 難となる特別な理由がある場合

１ 生活保護が停止又は廃止になった
　 （3月に満たない方）

２ 市町村民税の非課税又は減免の扱い
　 を受けた

四街道市子育て支援課　

令和２年度　四街道市準要保護世帯に準ずる高校生等家庭への臨時特別給付金

　新型コロナウイルス感染症拡大による影響を受けている高校生等のいる子育て家庭のうち、経済的に厳しい状況
にある準要保護世帯や準要保護世帯と同水準の世帯を対象に5万円の臨時特別給付金を支給します。給付を希望す
る方は申請手続きを行ってください。

　　（注意）生活保護受給世帯、令和2年度「四街道市ひとり親家庭等臨時特別給付金」、「四街道市ひとり親
　　　　　世帯臨時特別給付金」を受けている世帯の方は、本給付金の対象となりません。

　※高校生等：平成14年（2002年）４月２日以降から平成17年（2005年）４月１日までに生まれた者
　　（就学後、令和2年以降、退学した方も含む。なお、就職等により就学していない方は含まれない。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１世帯　：　５万円

　【申請理由】

　※支給要件を証明する書類を必ず提出してください。

５ 国民年金の掛け金の減免の扱いを
　 受けた

６ 国民健康保険税(料)の減免又は徴収
　 猶予の扱いを受けた

７ 生活福祉資金の貸付を受けた

　減免決定通知書等事実がわかるもの

　減免決定通知書等事実がわかるもの

　同一住所にお住まいの方全員の、国民年金保険料免除・納
付猶予申請承認通知書

　減免決定通知書等事実がわかるもの

　貸付決定通知書

　 市の就学援助制度を利用している

３ 個人事業税の減免の扱いを受けた

４ 固定資産税の減免の扱いを受けた
　（ただし、家屋新築による減免を除く。）

支給要件を証明する書類（コピー可）

　原則として不要

　原則として不要

　同一住所にお住いの方全員の、市民税・県民税非課税証明
書（所得割・均等割ともに非課税であるもの）または減免決
定通知書

給付金の対象となる方 

給  付  額 



～支給要件９の場合の審査について～

家族人数 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人

基準額 ２１５万 ２９０万 ３６１万 ４３０万 ４９８万

※申請前に、子育て支援課で個々の世帯の基準額を仮算定することはできません。

申請が必要です。

　□　四街道市準要保護に準ずる高校生等家庭への臨時特別給付金申請書
　　　（四街道市ホームページよりダウンロードが出来ます）
　□　申請者名義の振込先金融機関口座確認書類（通帳、キャッシュカード等）の写し
　□　申請者の本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、年金手帳、
　　　障害者手帳、在留カード等）の写し
　□　高校生等確認書類書類（在学証明、生徒手帳等）の写し
　□　支給要件を証明する書類（減免決定通知書、所得証明書等）の写し
　　　※表面「１　支給要件と必要な添付書類」をご確認ください。
　※　状況により、追加で書類の提出を求める場合がありますので、ご了承ください。

３　支給方法

　　ご申請をいただいてから概ね１か月程度で、申請書に記載された口座へお振込みいたします。
　　申請書や添付書類に不備がありますと、お振込みが遅れる場合があります。

　　令和２年10年12日（月曜日）から令和３年２月１２日（金曜日）※当日消印有効

６　申請先（問合せ先）

　　〒284-8555　四街道市鹿渡無番地

　　四街道市健康こども部子育て支援課　準要保護に準ずる高校生等家庭への臨時特別給付金担当　

　　℡　043-421-6124
　　Email　ykatei@city.yotsukaido.chiba.jp

※基準額と、同一の住所にお住まいの方全員の収入額（確定申告書の「収入金額等」）を比較して、審査をいたし
ます。なお、賃貸住宅にお住まいの場合、基準額が緩和されます。住宅ローン等の債務返済は考慮できません。

４　申請の流れ

６　申請期限

５　申請期間

＜基準額の目安表＞

２　申請方法　

 「四街道市準要保護に準ずる高校生等家庭への臨時特別給付金申請書」に必要事項を記入し、必要書類を添付の
うえ子育て支援課へ郵送または持参にてご提出ください。

※基準額は、生活保護法に規定する基準額から算出した額になります。家族の年齢・構成等により異なります。下
表は、おおよその目安の額となりますのでご理解願います。
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①給付金の申請手続き 

②指定口座へ振込み 

四街道市子育て支援課に申請書等を提出 

（郵送または持参） 

申請書の審査を行い、支給要件に該当した場
合は、指定口座に給付金を振込みます。 


